
「利用案内をお手元にご用意の上お読みになることをおすすめします」
※当資料におけるページ数は令和７年度版の利用案内に対応しています。
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1.保育所等とは
利用案内
３ページ

 保育所等はそれぞれ理念で保育を行っています。そのため行事の有無や実
施方法、利用料以外に必要となる費用も施設によって異なります。

保育所等を実際に利用する際は、各保育所等が作成している「重要
事項説明書」への同意が必要です。

※以降の資料では、保育所等をよりなじみのある「保育園」と記載しています。

 保育所等は、保護者の方が就労などにより、お子さんを家庭で保育できな
い時間について、保護者の方に代わって、お子さんの保育を行う施設です。



2.区役所で利用申請できる保育園について 利用案内
５ページ

認可外保育施設は保育園との直接契約となります



3.クラス分けについて

クラス分けは学校と同じく生まれた年度で決まります。

年齢があがっても年度内はクラスの変更はありません。
令和８年度はこの表の学年がひとつあがります。



4.保育園を利用申請できる方

利用案内
6ページ

より詳細な内容については、利用案内6ページを御確認ください。



5.地域型保育事業の卒園児の進級先について
(小規模保育事業等)
地域型保育事業は0歳～2歳対象の保育園ですが、認定こども園、幼稚園、
認可保育所のいずれかを連携施設として設定し、日常的に交流したり、３
歳児以降の連携先を確保しています。「認可保育施設・事業一覧」に連携
施設を記載しています。

連携施設は変更される場合があるため、各地域型保育事業のある区の区
役所こども家庭支援課に確認してください。連携施設への優先入所の対象
となるのは、９月３０日に在籍し、翌３月末卒園となる２歳児クラスのお
子さんです。連携受け入れ枠より進級希望者が多いときには、進級希望者
の中で利用調整選考を行います。

連携施設には進級せず、他の保育園を申請する場合、令和７年度の利用
調整基準では、ランクをひとつ引き上げ、調整指数に５を付与して利用調
整します。

磯子区認可保育施設・事業一覧
※PCの場合はctrl+クリックで移動

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwje1eKx0c-OAxUbnq8BHfsrJ08QFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.city.yokohama.lg.jp%2Fisogo%2Fkosodate_kyoiku%2Fhoiku%2F31ninkahoikujosinsei.files%2F0215_20250529.pdf&usg=AOvVaw1h-cK61kidABl83Dv0-7W3&opi=89978449


5-2.地域型保育事業の卒園児の進級先について

３歳児以降の進級先として幼稚園や認定こども園の教育利用を希望される
場合は幼稚園、認定こども園に直接願書を提出します。毎年願書を配布す
る日と、提出する日が決まっています。詳しくは幼稚園や認定こども園へ
お問い合わせください。

市型の預かり保育を行っている幼稚園、認定こども園であれば春休みや夏
休みなども７時半から18時半まで預けることができるので、お仕事をしな
がら幼稚園、認定こども園を利用される方もいます。



6.育児休業中の方について
育児休業中に利用申請される方は、復職を前提とした申請となります。利
用開始日の翌月１日までに復職する必要があります。

（例）４月１日から保育所を利用する場合は、慣らし期間を考慮し４月30日
までに育児休業を終了し、５月１日までの復職が必要です。

※５月１日に勤務先のスケジュール等の都合で、実際には勤務がない場合で
も、育児休業は4月30日までに終了しなければなりません



7.手続きの流れについて

利用案内
８ページ

申請書類の提出

利用調整

保留となった場合は、利用が内定となるまで
翌月以降も利用調整の対象となります。
(年度末の３月まで)
翌年度以降も保育所の利用を希望する場合に
は、改めて申請が必要となります。

利用内定

保留



8.保育必要量(保育標準時間・保育短時間）について
就労時間の長短等によって、保育必要量(保育園に預けることができる時間)を決定
します。

保育必要量は「保育標準時間(１日１１時間まで)」と「保育短時間(８時間)」 に
区分されます。例えば月１２０時間以上(通勤時間含む)の就労や就学で保育を必要
とする場合、標準時間に認定されます。

保育必要量は複数の事由を考慮し判定します。複数の事由をあわせて保育標準時間
となる場合は、給付認定申請書に正確に記入してください。

(それぞれの事由について保育が必要であることを証明する書類の添付が必要です)

利用案内
10ページ



9.令和７年度利用申請・締切日について

利用案内
13ページ



10.令和８年度４月の申請・締切日について



11.申請に必要な書類
すべての方が必要な書類

利用案内
16ページ



B 利用申請書 について
＊希望園を10園以上記入しても構いません。
その際は第11希望以降から記入できる「別紙」にご記入いただく
かルーズリーフなどの用紙に記入して提出してください。
「別紙」は横浜市のHPでダウンロードできます。

＊空き人数が「０」だから書かなかったという方もいらっしゃい
ますが、空き人数に関わらず、行きたいところを行きたい順番に
記入してください。在園児の退園などにより、利用可能となる場
合があります。

＊横浜市内であれば磯子区以外の区の保育園も記入可能です。送
迎可能であれば近隣区も含めて検討してください。



11-2.申請に必要な書類
保育を必要とすることを証明する書類

該当するすべての書類を
提出してください！

利用案内
16ページ



就労証明書について
＊保護者全員のそれぞれの就労証明書を提出してください。

父または母のみの就労証明書を提出され不足書類の提出をお願いする
ケースが多く発生しています。

就労証明書は就労先に書いてもらう必要があります。自営業以外の方
がご自身で記入することは出来ません。

＊就労証明書は利用調整に大きく影響します。就労先から受け取った
ら必ず記入漏れ（特に就労開始日と復職予定日）、内容に誤りがない
か確認してください。

＊必ず就労証明書の裏面及び記載要領を一読してから記入してもらう
ようにしましょう

＊年度ごとに就労証明書が変わることがあります。

必ずその年度の就労証明書で記入してもらうようにお願いします。



12.利用調整・結果通知について
利用調整とは、保護者が希望する保育園の中から、利用できる保育所等の調整
（選考）を横浜市が行うことです。

調整にあたっては「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」に基づき、ラン
ク判定を行い順位を判断します。

たとえば、就労の場合、就労証明書に記載された就労日程や時間等により利用調
整のランクや調整指数の判定を行います。

※「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」は毎年見直しが行われます。令
和７年度に関してはＰ22の二次元バーコードを読み込んでいだくか横浜市HPをご
覧ください。

４月入所の一次利用調整の結果は、２月上旬までにお知らせします。

利用案内
20・21ページ



13.基準日について
利用調整は基準日時点の状況とそれを証明する書類に基づいて行いますが、ランク及
び一部の調整指数の判定においては、基準日の状況が利用開始日まで継続することを
前提としています。

利用案内
21ページ



14.利用調整に関する基準等について
・利用調整の優先順位の基本的な考え方

ご家庭の状況等に対応したランク及び調整指数を設定するなどして優先順位を決定
します。

※毎年基準及び運用の見直しを行っています。ご承知おきください！

利用案内
22ページ



15.令和７年度における利用調整について

このランク表に基づきランクが決まります。A～Iの順に
基づきAが高いランクとなります。

保護者でランクが違う場合は、低い方のランクになりま
す。

利用案内
22ページ



15-2.令和７年度の利用調整について
令和７年度は下記に当てはまる方のランクの引き上げを行っています。

利用案内
22ページ



15-3.令和７年度の利用調整について

令和７年度は次に当てはまる方に調整指数の付与
を行っています。

詳しくは横浜市HP「利用調整に関する基準」をご
覧ください。

利用案内
22ページ



16.利用料(保育料)について
利用料は、下表のとおり、市民税の額により決定しています。

【算定期間と対応する市民税】

８月までが前年度の市民税、９月からは今年度の市民税により決まります。

＊「市民税・県民税特別徴収税額通知書」に記入してある「税額控除前所得割額」から

算出されます。

（給付認定保護者とその配偶者の市民税を合算し負担区分(次ページを参照)を決定します)

利用案内
24ページ



利用案内
27ページ

負担区分により保育料が変わります。



16-2.利用料(保育料)について
ここに記載されている
「税額控除前所得割額」
を見ます。
※政令市の場合、市民税額の税率が
「６％→８％」に変更になっていま
すが、「６％」の税率を用いて算出
しています。

「利用料の試算について」
※PCの場合はctrl+クリックで移動

https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/riyou/riyouryo/riyouryosantei/default20190319.files/0055_20240918.pdf


17.入所の可能性を高めるポイント！！

・より多くの施設・事業をご記入いただいた方が、入所の可能性は高まります！
・検討可能なエリアを自宅周辺や自宅からの最寄り駅だけでなく、通勤途中や職場周辺の
園まで広げられるか検討しましょう！

・横浜市が作成した「えんさがしサポート★よこはま保育」を参考に情報収集したり、
実際に様々な施設・事業を見学するなど幅広い視点でエリアを広げましょう。
・希望園は天候に関わらず送迎可能か確認しましょう！
・０～２歳児の小規模保育事業等も積極的に検討しましょう！

磯子区認可保育施設・事業一覧
※PCの場合はctrl+クリックで移動

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwje1eKx0c-OAxUbnq8BHfsrJ08QFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.city.yokohama.lg.jp%2Fisogo%2Fkosodate_kyoiku%2Fhoiku%2F31ninkahoikujosinsei.files%2F0215_20250529.pdf&usg=AOvVaw1h-cK61kidABl83Dv0-7W3&opi=89978449


17-2.入所の可能性を高めるポイント！！

令和８年度４月に新設予定の磯子区と近隣区の園（整備の状況により開所が遅れる場合もあり
ます)

小規模保育園
(０～２歳児)

エリア 園名/住所 定員予定 開所予定日 運営法人

港南台
ハートフルキッズ港南台保育園
港南区港南台四丁目１４番２

１９名 R８.４ （株）パワーネット・フィールド

エリア 園名/住所 定員予定 開所予定日 運営法人

洋光台
認定こども園 かおり幼稚園
（移行元：かおり幼稚園）

磯子区洋光台４丁目１２番３号
６０名 R８.４ （株）まるやま学園

港南台
認定こども園港南台幼稚園
（移行元：港南台幼稚園）

港南区港南台五丁目１７番１号
４０名 R８.４

R９.４以降に延期
（株）太田学園

認定こども園
(０～５歳児)

01221283
取り消し線



申請のポイントを簡単にまとめると・・・



★見学について
可能な限り、保育園の見学をお願いしています。見学の予約は保育園に
直接問い合わせをしていただくようお願いします。

毎日通えるのか、施設整備、保育に対する考え方がご家庭の方針に合っ
ているかご確認ください。

翌４月の申請に向けて春・夏頃から保育園の見学が増えてきているよう
です。予約がいっぱいで見学ができないこともあるかもしれませんが、そ
の際は園まで歩いてみるなどし、入園が決まったら毎日通えそうかどうか
チェックしておきましょう。



★-②.見学について
保護者の方の園選びを支援し希望園の選択肢を広げることを目的に、保
護者向けの園選びサイト(サイト名：えんさがしサポート☆よこはま保
育)を新設しました。見学する際の参考にご覧ください。

また、一部の園では専用フォームから見学申込ができますので、ぜひ
ご活用ください。



見学する際に確認するポイント
・ベビーカー置き場はありますか？駐輪場はありますか？
車の送迎の場合、駐車場はありますか？保育園の通園方法によって確認しましょう。

・開所時間の確認をしましょう。延長保育の有無や時間・料金の確認もしましょう。

・月々の保育料以外にかかってくる費用の確認をしておきましょう。

・必要な持ち物の確認をしておきましょう。

・慣らし保育の目安を確認しておきましょう。

・一日の過ごし方は？親の参加する行事についても確認しておきましょう。



18.短縮(慣らし）保育について
短縮(慣らし)保育とは、お子さんが集団生活に慣れることを目的として、
通常の保育時間を短縮して利用開始日以降に行うものをいいます。

お子さんが保育園に慣れるために必要な期間です。初日から少しずつ預
ける時間を伸ばしていくため、基本的には初日から長時間預けられません
のでご注意ください。

期間や内容は、利用されるお子さんの年齢や保育園によって異なります。
利用開始日よりも前に短縮保育を行うことはできません。

利用案内
４ページ



★.よくある質問
Q１「希望施設は一つに絞ったほうが入所しやすいの？」
A「希望園が１つだけのほうが有利になることはありません。申請いただいたすべての希望
施設で優先順位に基づき、利用調整が行われます。希望施設は多く申請いただいたほうが入
所の可能性が広がります」

Q２「募集予定人数が０名でも希望施設として申請できるの？」
A「募集予定人数は現時点での目安であり変更となる可能性があります。通いたい施設はた
とえ募集予定人数が０名でも希望施設として申請してください」

Q３「希望施設は10園までしか申請できないの？」
A「希望施設は通えるのであればいくつでも申請可能です。第11希望以上の園を申請される
際は別紙にお子さんの名前・生年月日・希望順の番号と施設名・所在区を記載して申請して
ください」



★-2.よくある質問
Q４「同じ保育園を申請していて、第１希望の人と第５希望の人はどちらが優先されるの？
A「ランクの高い方から入所が決定します。希望順位をあげれば入りやすくなるわけではあり
ません。入所したい希望順にご記入ください」

Q５「希望施設にきょうだいが在園していると優先されるの？」
A「きょうだいが利用している施設を申請するとランクアップや加点の対象になります。ほか
のきょうだいやきょうだいで同じ保育園に申請を出されている方と競合する場合があります。
きょうだいが別でも通える園をお探しの上、合わせて申請するようにしましょう」

Q6「一度申請して保留になった場合は再度申請しないといけないの？」
A「申請を取り下げない限りは年度の３月までは自動的に毎月利用調整の対象となりますので、
再度申請する必要はありません」



★-3.よくある質問
Q７「認可保育所とはなんですか？」
A「保護者の就労や病気などのためにお子さんの保育を必要とする場合に、保護者に
かわって０～５歳児を保育する児童福祉施設です。横浜市の認可保育所には、横浜市
が設置する市立保育所と社会福祉法人等の民間の法人が設置する私立保育所がありま
す。

Q８「認可外保育園は認可保育園と何が違うのですか？」
A「認可外保育園とは、児童福祉法に基づく児童福祉施設として都道府県の認可を受
けていない保育施設の総称です。保育者の自宅で行うもの。少人数のものも含みます。
認可外保育園は区役所を通して申請するのではなく、直接園への申請が必要です。施
設によって受け入れ年齢や保育料が異なります」



★-4.よくある質問
Q９「認可保育園と認定こども園の違いは何ですか？」
A「認定こども園とは教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ
持っている施設です。横浜市内には、０～５歳児を受け入れる「幼保連携型認定こども園」
と、３歳以上児を受け入れる「幼稚園型認定こども園」があります。

Q10「今市外に住んでいるがどのように申請すればいいですか？必要書類は何ですか？」
A「申請日時点では市外に住んでいるが、利用開始日の前日までに横浜市に転入する予定があ
る場合は、横浜市の締切日１０日前頃までに現在お住まいの市区町村へ必要書類の提出をお
願いしています。お住まいの市区町村によっては直接横浜市への申請が必要となる場合もあ
りますので、現在お住まいの市区町村にご確認ください。
横浜市の申請書類に加えて、横浜市に転入することがわかる書類の提出も必要です。
転入時には横浜市で改めて給付認定申請をする必要があります」



★-5.よくある質問

Q11「申請の途中で希望園の変更や追加はできるのですか？」
A「『利用申請取下書兼利用変更内容変更届出書』をご提出いただくことで、希
望園の変更や追加が可能になります。希望園は上書きされますので、必ず、現在
申請している園も含めて、行きたい園を行きたい順番に記入するようにしてくだ
さい。オンラインで申請された場合は変更や追加もオンラインでしていただけま
す。」



保育園の利用申請は期限厳守です。
なるべく期限に余裕を持って、ご申請いただきますようお願いい

たします。

磯子区地域福祉保健計画案内役梅さん

未来にはばたく磯子１００周年ありがとう
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